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１ 趣旨（はじめに）

急激に進む少子化、不登校やいじめ問題、ＩＣＴ教育の充実、教育的支援を要する児童

生徒への対応等、近年、学校をとりまく社会情勢が変容していく中で、教職員の担う役割

は多様化、複雑化しており、全国的に教職員の長時間勤務が喫緊の教育的課題となってお

ります。

陸前高田市教育委員会（以下「市教委」という。）では、令和４年２月に、「陸前高田市

教職員働き方改革プラン」を策定し、３年間の取組期間において、学校の取組と教職員の

負担軽減・健康確保等に重点的に取り組んできました。これまで、取組によりある程度の

成果は見られた一方、教職員の担っている業務量、長時間勤務の実態は未だ深刻な状況に

あり、学校における働き方改革はまだ改善途上にあると言えます。

岩手県教育委員会においても、令和６年度から令和８年度までを取組期間とする「岩手

県教職員働き方改革プラン（２０２４～２０２６）」を策定し、学校における働き方改革

の実現に向けた取組を一層強力に推進することとしています。

陸前高田市立小中学校教職員（以下「教職員」という。）の働き方改革をより一層推進

し、教職員が健康的にやりがいをもって、子どもたちに向き合うことができる学校教育環

境を整備することが、児童生徒へのより質の高い学校教育の提供につながるものと捉え、

本プランを策定します。

また、令和７年６月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法」（以下「給特法」という。）が改正され、「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定

が義務付けられたことを踏まえ、この計画を本プランに位置付けるため、一部改正を行い

ます。

２ 「働き方改革」の目的

本プランの目的は、教職員の働き方を見直し、心身の健康の保持と、誇りとやりがいを

もって職務を遂行できる環境を整備し、「教職員のウェルビーイング」を確保するととも

に、本市の未来を担う大切な子どもたちに、質の高い教育を持続的に提供できるよう努め

ていきます。

３ プランの期間

このプランは、岩手県の「岩手県教職員働き方改革プラン」を踏まえた対策を講じるこ

ととし、令和７年度から令和９年度までの３か年度を対象として取組を進めます。

４ プランの目標

時間外在校等時間を規則に定める上限内とすることを段階的に実現するため、プラン期

間（令和７年度～令和９年度）における目標を下記のとおりとします。

⑴ 【定量的目標】教職員の時間外在校等時間の縮減

ア 時間外在校等時間が８０時間以上の者を令和９年度までにゼロにすることを目指

す。

イ 時間外在校等時間（週休日の部活動従事時間を含む。）が月４５時間超、年３６０時

間超の者を下記のとおり段階的に縮減する。

ウ 令和７年６月に給特法が改正された趣旨を踏まえ、令和８年度からの努力目標を下

時間外在校等時間 令和７年度 令和８年度 令和９年度

月４５時間超 令和６年度実績

より減少

令和７年度実績

より減少

令和８年度実績

より減少年３６０時間超
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記のとおりとします。

【努力目標】

教員１人あたりの時間外在校等時間の月平均 ３０時間程度

⑵ 【定性的目標】業務への充実感や健康面での安心感の向上、教職員のウェルビーイン

グの確保

令和９年度において、以下の項目に係る肯定的実感が、令和７年度から向上することを

目指します。

５ 取組の方向性

各学校、市教委において、以下の取組を展開します。

市立学校の取組については、市立学校が主体となって実施する以下の取組を市教育委員

会が実施する取組と両輪となって進めます。

⑴ 管理職員の適切なマネジメントの推進

ア 業務改善に向けた学校マネジメントの推進

各学校において、本プランの内容を踏まえ、それぞれの取組目標や具体的取組を策

定し、ＰＤＣＡを生かしながらプランを推進します。

また、柔軟なチーム体制の構築等、「チーム学校」としての学校運営の工夫を行っ

ていきます。

イ 長時間勤務者の要因分析の実施

校務支援システムの出退勤管理の状況を把握・分析し、教職員間の業務平準化、業

務のスクラップアンドビルド等の時間外在校等時間の縮減に向けた取組や、心身不

調の未然防止に向けた取組を実施します。

ウ 部活動の適切な運営

「岩手県における部活動の在り方に関する方針」を踏まえた市の方針による基準を

遵守し、部活動休養日を設けるほか、育成会と連携を図りながら、部活動の適切な

運営を推進します。

【目標に関連するアンケート項目】

・授業や授業準備に集中できている。

・健康でいきいきと業務を行っている。

・業務にやりがいを感じている。

・自分の家庭のために時間を十分に確保できている。

・自分自身の自由な時間を確保できている。

市の方針による基準

・週当たり２日以上（平日１日以上、週末１日以上）の休養日を設ける。

・１日の活動時間は、長くとも平日２時間程度、学校の休業日は３時間程度とする。

Ⅰ 市立学校の取組
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⑵ 教職員の健康管理の取組

ア 管理職員の面談による教職員の状況把握

管理職員は、全教職員と面談等の機会を設け、所属職員の勤務状況や、心身の健康

状態を把握し、必要に応じて対応を行います。

イ 衛生委員会の効果的活用

衛生委員会を機能的に活用し、働き方改革の取組の方向性や具体的な業務削減の内

容について協議するなど、各校の実効的取組につなげます。

⑶ 学校における業務改善の推進

ア 学校行事の見直し【３分類】

活動の目的や教育的効果を十分に考慮し、真に必要な業務は何かという視点から必

要性を十分に見極めた上で、継続可能な見直しを検討・実施します。

イ 会議の効率化

校務ＤＸの推進、説明項目の精選等、会議時間の短縮に係る方法により、他の業務

を行うための時間を作り出します。

⑷ 学校及び教職員が担う業務の明確化・適正化等の推進

ア 団体業務の負担軽減

部活動関係団体、ＰＴＡ、同窓会等の事務局事務について、学校及び教職員が担う

業務の明確化・適正化や、適切な役割分担を進めるよう、各団体と連携・協議してい

きます。

イ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進【３分類】

地域人材による部活動指導、登下校の見守り、学習支援のバックアップなど地域と

ともにある学校づくりに係る各種教育活動の実施及び地域住民等との連絡調整を行

う地域コーディネーターの配置等により、教職員の負担軽減や、学校と地域とが一体

となった学校づくりに取り組むことができるよう、コミュニティ・スクールと地域学

校協働活動を一体的に推進します。

⑴ 学校の取組支援

ア 陸前高田市立小中学校衛生委員会の開催

教職員の安全及び健康の確保、並びに快適な職場環境の形成の促進を図るため、衛

生委員会を開催し、方策の検討を行い、学校の取組支援につなげます。

備考：【３分類】は、「学校と教師の業務の３分類」に対応した取組（P７参照）

Ⅱ 市教育委員会の取組
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イ 保護者・地域社会の理解促進のための普及啓発【３分類】

保護者や地域住民等に理解を深めてもらうため、教職員の働き方改革の取組をＰＴＡ

連合会等と連携しながら、啓発活動を進めていきます。

⑵ 環境整備

ア チーム学校としての推進【３分類】

教職員の負担を軽減するため、教職員をサポートする専門スタッフの配置・派遣を

します。

イ 事務の共同実施の推進

適正かつ効率的、機動的な学校事務執行体制の確立と、教育活動へのきめ細やかな

支援を行うことを目的に、給与・旅費等の事務の共同実施を引き続き実施し、事務職

員の負担を軽減するとともに事務処理の適正化や学校間の連携強化等を図ります。

また、令和８年度からは、新たに「陸前高田市立小中学校共同学校事務室」を設置

することとし、学校事務に係る業務を共同処理することにより、事務の効率化を進め

るとともに、教員の事務負担を軽減し、きめ細かな学習指導の支援を図ります。

ウ 会議、研修、調査、研究指定等の精選【３分類】

様々な調査依頼の見直し、市教委主催の研修会開催方法の検討や会議等の精選を行

います。

また、学校が作成する計画や報告文書、押印の必要性等を見直し、整理・統合、様

式の見直しを行います。

エ ＩＣＴ等の活用【３分類】

計画的にＩＣＴ環境の整備を進めるとともに、ＩＣＴ機器及びアプリの運用や活用

に関する問い合わせに対応するほか、教科指導及び校務において効果的な活用ができ

るよう、ＩＣＴ活用に関する学校支援への対応を行います。

また、生成ＡＩを活用した効果的な学校運営を促進するほか、校務支援システム及

びメール配信システムの効果的な活用を促進します。

オ 部活動の適正な運営【３分類】

部活動を担当する教員の負担軽減及び部活動の質的な向上を図るため、中学校へ部

・特別支援教育支援員

・巡回支援相談員

・スクールカウンセラー

・ＩＣＴ支援員

・教育相談員

・適応教室指導員

・教育支援センター支援員

・図書館教育指導員

・部活動指導員

・ＡＬＴ

・幼児ことばの教室指導員

・学校用務員（会計年度任用職員）
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活動指導員を配置します。

カ 部活動の段階的な地域クラブ活動への移行【３分類】

「岩手県における学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方に関する方針」に

基づき、関係機関と連携すると同時に、陸前高田市立中学校部活動の在り方検討委員

会を開催し、地域によるスポーツ・文化芸術活動の体制の整備を促進します。

⑶ 教職員の健康確保等の取組

ア 勤務時間の適正管理

校務支援システムにより、客観的に教職員の勤務時間を把握し、時間外在校等時間

の状況について、市校長会議において情報共有を行うことで、時間外勤務時間の見え

る化を図ります。

イ 夏季・年末年始等の学校閉庁日等の設定

夏季・年末年始の休業期間において年次有給休暇を確保できるように、緊急時の連

絡体制を構築しつつ、一定期間の学校閉庁日の設定を実施していきます。

ウ 心とからだの健康対策

県教育委員会の専門医によるメンタルヘルス相談窓口への相談を積極的に勧める

ほか、「ストレスチェック」を継続し、高ストレス者の医師面談体制を確保します。

また、本プランの取組の効果及び教職員の現状を把握するため、毎年度アンケート

を実施します。

⑷ その他

教育効果のより一層の充実のため、県教育委員会に加配等の人材確保の要望を行ってい

きます。

６ プランの推進

・プランの目的実現に向けて、市内の教職員一人ひとりが計画内容を共有できるよう、市

内小中学校に周知し、浸透を図ります。

・プランの取組に係る総合調整は、市教委事務局学校教育課で行います。

・年度ごとに、プランの取組に係る進捗状況や時間外在校等時間の推移の把握、目標達成

状況の見える化を図り、目標や具体的取組の見直しを行いながら、プランを着実に推進し

ます。

・年度ごとのプランの取組状況や目標達成状況は、陸前高田市総合教育会議で報告し、そ

の内容をホームページに掲載します。

・夏季：お盆期間中、祝日を除く４日程度（具体的な期間は毎年検討）

・年末年始：１２月２９日～１月３日（６日間）
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【参考資料１】市立学校における教員の時間外在校等時間の状況

１ 教員１人あたりの時間外在校等時間の月平均（単位：時間）

２ 時間外在校等時間が月８０時間以上の教員の割合（単位：％）

３ ２のうち、時間外在校等時間が月１００時間以上の教員の割合（単位：％）

４ 時間外在校等時間が月４５時間超の教員の割合（単位：％）

５ 年間３６０時間超の教員の割合（単位：％）

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校 35 40 38.8 28.5 29.7 28.9 28.6 29.０

中学校 65 59 51 37.9 42.2 44.8 44.6 38.6

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校 2 2.1 3.2 0 0.1 0 0 1.1

中学校 24 21.7 6.8 2.3 6.7 2.5 4.5 5.7

年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校 0 1 1 0 0 0 0 0

中学校 8 10.8 2.2 1.6 3.3 0 1.9 1.1

年度 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校 24.7 6.1 10.2 4.5 9.9 21.7

中学校 47.7 37.2 39.2 47.2 43.6 42.9

年度 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

小学校 53.5 49.4 49.4 50.6

中学校 65 97.1 91.4 77.1
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【参考資料２】３分類に基づく１９の取組

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委

員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和７

年９月２５日 文部科学省告示１１４号）に基づく「学校と教師の業務の３分類」


